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別図－４ 原子力防災資機材の保管場所 

 
 

別図－４ 原子力防災資機材の保管場所 
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別表－５(1) 原子力防災資機材 

 
1．原災法に基づく防護資機材(第 11条第３項関係) 

分類 資  機  材  名  称 数 量 点検頻度 点検内容 保管場所 

放射線障

害防護用

器具 

汚染防護服 ４０組 １回／年 外観､員数 防護隊待機所 
呼吸用ボンベ付一体型防護マスク ５個 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 
フィルター付き防護マスク ４０個 １回／年 外観､員数 防護隊待機所 

非常用通

信機器 

緊急時電話回線 ５回線 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 

ファクシミリ ３台 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 
中央警備室 

携帯電話等 ４０台 １回／年 外観､機能 構内 

計測器等 

排気筒モニタリング

設備その他の固定式

測定器 

排気筒モニタリング設

備 (別表－５(2)参照) 
３５台注１ １回／年 外観､機能 各施設 

その他の固定式測定器 ―(該当なし) ―(該当なし) ―(該当なし) ―(該当なし) 

ガンマ線測定用サーベイメータ ４台 １回／年 外観､機能 消防車庫(緊急車) 
中性子線測定用サーベイメータ ２台 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 
空間放射線積算線量計 ４個 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 
表面密度測定用サーベイメータ ２台 １回／年 外観､機能 消防車庫(緊急車) 

可搬式ダスト測定関

連機器 
サンプラ 

３台 １回／年 外観､機能 消防車庫(緊急車) 
 １台 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 

測定器 １台 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 

可搬式の放射性ヨウ

素測定関連機器 
サンプラ 

(３)台注２ １回／年 外観､機能 消防車庫(緊急車) 
 

(１)台注２ １回／年 外観､機能 防護隊待機所 
測定器 (１)台注２ １回／年 外観､機能 防護隊待機所 

 
個人用外部被ばく線量測定機器 ４０台 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 

中央警備室 

その他 
エリアモニタリング設備 ―(該当なし) ―(該当なし) ―(該当なし) ―(該当なし) 

モニタリングカー   １台 １回／年 外観､機能 構内駐車場 

その他 
資機材 

ヨウ素剤 ４００錠 １回／年 外観､員数 緊急時対策所 

担架   １台 １回／年 外観 消防車庫(緊急車) 
除染用具   １式 １回／年 員数 消防車庫(緊急車) 

被ばく者の輸送のために使用可能な車両 １台 
道路運送車両
法による 外観､機能 消防車庫(救急車) 

屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備   １式 消防法による 外観 構内 
消防車庫(消防車) 

注１  他施設との共用を含む 
注２ 可搬式ダスト測定関連機器と共通 

 
2．その他の原子力防災資機材 

分類 資  機  材  名  称 数 量 点検頻度 点検内容 保管場所 

放射線障害防

護用器具 

汚染防護服  ４０着 １回／年 外観 防護隊待機所 
呼吸用ボンベ付一体型防護マスク ５個 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 
フィルター付き防護マスク ２０個 １回／年 外観､員数 防護隊待機所 

計測器等 
表面密度測定用サーベイメータ ２台 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 

警報付電子ポケット線量計 １０台 １回／年 外観､機能 消防車庫(緊急車) 

統合原子力防

災ネットワー

ク通信機器 

テレビ会議システム １台 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 
ファクシミリ（衛星、地上） 各１台 

 
１回／年 外観､機能 緊急時対策所 

IP 電話（衛星、地上） 各１台 １回／年 外観､機能 緊急時対策所 

その他 
非常用発電機 (簡易型ガソリン発電機) ２台 １回／年 外観､機能 防護隊待機所 
非常用食料（7 日分） ８４０食 １回／年 員数 緊急時対策所 

 
別表－５(1) 原子力防災資機材 

 
1．原災法に基づく防護資機材(第 11条第３項関係) 

分類 原子力防災資機材現況届出書の名称 数 量 点検頻度 点検内容 保管場所 

放射線障

害防護用

器具 

汚染防護服 ４０組 １回／年 外観､員数 共済センター倉庫 
呼吸用ボンベ付一体型防護マスク ５個 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

フィルター付防護マスク ４０個 １回／年 外観､員数 共済センター倉庫 

非常用通

信機器 

緊急時電話回線 ５回線 １回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 

ファクシミリ ３台 １回／年 外観､機能､員数  緊急時対策所 
 中央警備室 

携帯電話等 ４０台 １回／年 外観､機能､員数 構内 

計測器等 

排気筒モニタリング

設備その他の固定式

測定器 

排気筒モニタリング設

備 (別表－５(2)参照) 
３５台注１ １回／年 外観､機能､員数 各施設 

その他の固定式測定器 ― ― ―    ― 

ガンマ線測定用サーベイメータ ４台 １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 
中性子線測定用サーベイメータ ２台 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 
空間放射線積算線量計 ４個 １回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 
表面汚染密度測定用サーベイメータ ２台 １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 

可搬式ダスト測定関

連機器 
サンプラ 

３台 １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 
 １台 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

測定器 １台 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

可搬式の放射性ヨウ

素測定関連機器 
サンプラ 

(３)台注２ １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 
 

(１)台注２ １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

測定器 (１)台注２ １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

個人用外部被ばく線量測定器 ４０台 １回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 

その他 
エリアモニタリング設備 ― ― ―    ― 

モニタリングカー   １台 １回／年 外観､機能､員数 構内駐車場 

その他 
資機材 

ヨウ素剤 ４００錠 １回／年 外観､員数 緊急時対策所 

担架   １台 １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 
除染用具   １式 １回／年 外観､員数 消防車庫(緊急車) 

被ばく者の輸送のために使用可能な車両 １台 
道路運送車両
法による 外観､機能､員数 消防車庫(救急車) 

屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備   １式 消防法による 外観､機能､員数 構内 
消防車庫(消防車) 

注１  他施設との共用を含む 
注２ 可搬式ダスト測定関連機器と共通 

 
2．その他の原子力防災資機材 

分類 名  称 数 量 点検頻度 点検内容 保管場所 

放射線障害防

護用器具 

汚染防護服  ４０着 １回／年 外観､員数 共済センター倉庫 

呼吸用ボンベ付一体型防護マスク ５個 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

フィルター付防護マスク ２０個 １回／年 外観､員数 共済センター倉庫 

計測器等 
表面汚染密度測定用サーベイメータ(β) ２台 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 

警報付電子ポケット線量計 １０台 １回／年 外観､機能､員数 消防車庫(緊急車) 

統合原子力防

災ネットワー

ク通信機器 

テレビ会議システム １台 １回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 
ファクシミリ（衛星、地上） 各１台 

 
１回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 

IP 電話（衛星、地上） 各１台 １回／年 外観､機能､員数 緊急時対策所 

その他 
非常用発電機 (簡易型ガソリン発電機) ２台 １回／年 外観､機能､員数 共済センター倉庫 
非常用食料（7 日分） ８４０食 １回／年 員数 緊急時対策所 

 

 

 
 

記載の適正化 

保管場所の変更（以下、同

様） 

防災資機材の点検内容の見

直し（以下、同様） 

 

 

 
記載の適正化 

 

 
 
記載の適正化 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化 
保管場所の変更 
記載の適正化 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

保管場所の変更（以下、同

様） 

防災資機材の点検内容の見

直し（以下、同様） 
記載の適正化 
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別表－15(1) 特定事象応急対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊1 貸与する主な資機材等＊2 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ 
 

２名 ・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ 
 
(プラントチーム) 
 

３名 
［１名］ 

・携帯電話 １台 
 

・関係機関との調整 
・事故情報の提供 

３．茨城県 
 
 
 

２名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ  
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

６．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班＊3及び医療救護班 
 

 
２名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

７．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち１名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、原子力災害合同対策協議会への参画及び広報班、プラントチーム 

の副責任者を兼ねる。なお、状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は原子力防 
災要員の数を示す。 

＊2 現地対策本部長は、貸与資機材の不足する場合は機構対策本部長に要請し、原則として機 
構内の他の事業所との連携により確保する。なお、輸送者は原則として車両輸送等により支 
援を確実に行うことができる輸送経路を確保して行う。 

＊3 警戒事象の発生時において、関係機関からの要請に応じて派遣する。 
 
 
 

別表－15(1) 特定事象応急対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊2 貸与する主な資機材等＊3 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ＊1 
 

２名 
［１名］ 

・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ＊1 
 
(プラントチーム) 
 

５名 
［３名］ 
（２名） 

・携帯電話 １台 
 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・関係機関との調整 
・広報 

３．茨城県＊1 
 
 
 

２名 

［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 
［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．関係周辺市町村 各１名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

各１台 
各１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

６．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ  
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

７．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班＊4及び医療救護班 
 

 
３名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

８．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち 1 名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、現地事故対策連絡会議への参画及び広報班、プラントチームの副 

責任者を兼ねる。 

＊2 状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は、原子力防災要員の数（内数）を示す。 

＊3 現地対策本部長は、貸与資機材の不足の場合、機構対策本部長に要請し、原則として機構内 
の他の事業所との連携により確保する。 
なお、輸送者は、原則として車両等により確実に支援が行える輸送経路を確保して行う。 

＊4 警戒事象の発生時において、関係機関からの要請に応じて派遣する。 

 

 

原子力防災要員等の派遣人

数の明確化 

 

原災法関係法令と整合を図

るため原子力防災要員の内

数を修正 

 

原子力防災要員等が実施す

る主な業務の追加 

 

 

 

本文中にある原子力防災要

員等の派遣と整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（以下同様） 
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修正前（平成 31年 3月 25日） 修正後 備  考 

別表－15(2) 緊急事態応急対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊1 貸与する主な資機材等＊2 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ 
 

２名 ・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ 
 
(プラントチーム、広報

班、総括班、原子力災害

合同対策協議会） 

４名 
［１名］ 

・携帯電話 １台 
 

・関係機関との調整 
・事故情報の提供 

３．茨城県 
 
 
 

２名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ  
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

６．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班及び医療救護班 
 

 
２名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

７．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち１名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、原子力災害合同対策協議会への参画及び広報班、プラントチームの

副責任者を兼ねる。なお、状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は原子力防災 
要員の数を示す。 

＊2 現地対策本部長は、貸与資機材の不足する場合は機構対策本部長に要請し、原則として機構

内の他の事業所との連携により確保する。なお、輸送者は原則として車両輸送等により支援

を確実に行うことができる輸送経路を確保して行う。 
 
 
 
 

別表－15(2) 緊急事態応急対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊2 貸与する主な資機材等＊3 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ＊1 
 

２名 
［１名］ 

・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ＊1 
 
(プラントチーム、広報

班、総括班、原子力災害

合同対策協議会） 

５名 
［３名］ 

・携帯電話 １台 
 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・関係機関との調整 
・広報 

３．茨城県＊1 
 
 
 

２名 
［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 
［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．関係周辺市町村 各１名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

各１台 
各１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

６．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ  
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

７．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班及び医療救護班 
 

 
３名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

８．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち 1 名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、原子力災害合同対策協議会への参画及び広報班、プラントチームの 

副責任者を兼ねる。 

＊2 状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は、原子力防災要員の数（内数）を示す。 

＊3 現地対策本部長は、貸与資機材の不足の場合、機構対策本部長に要請し、原則として機構内

の他の事業所との連携により確保する。 
なお、輸送者は、原則として車両等により確実に支援が行える輸送経路を確保して行う。 

 

 

原子力防災要員等の派遣人

数の明確化 

 

原災法関係法令と整合を図

るため原子力防災要員の内

数を修正 

原子力防災要員等の主な業

務の追加 

 

 

 

 

 

 

本文中にある原子力防災要

員等の派遣と整合 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化（以下同様） 
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修正前（平成 31年 3月 25日） 修正後 備  考 

別表－15(3) 原子力災害中長期対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊1 貸与する主な資機材等＊2 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ 
 

２名 ・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ 
 
(プラントチーム、広報

班、総括班、原子力災害

合同対策協議会） 

４名 
［１名］ 

・携帯電話 １台 
 

・関係機関との調整 
・事故情報の提供 

３．茨城県 
 
 
 

２名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ 
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

６．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班及び医療救護班 
 

 
２名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

７．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち１名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、原子力災害合同対策協議会への参画及び広報班、プラントチームの

副責任者を兼ねる。なお、状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は原子力防災 
要員の数を示す。 

＊2 現地対策本部長は、貸与資機材の不足の場合は機構対策本部長に要請し、原則として機構内

の他の事業所との連携により確保する。なお、輸送者は原則として車両輸送等により支援が

確実に行える輸送経路を確保して行う。 
 
 

 

 

別表－15(3) 原子力災害事後対策における原子力防災要員等の派遣、資機材等の貸与 
 

派遣先 要員数＊2 貸与する主な資機材等＊3 数量 実施する主な業務 
１．ＥＲＣ＊1 
 

２名 
［１名］ 

・携帯電話 
 

１台 ・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 

２．ＯＦＣ＊1 
 
(プラントチーム、広報

班、総括班、原子力災害

合同対策協議会） 

５名 
［３名］ 

・携帯電話 １台 
 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・関係機関との調整 
・広報 

３．茨城県＊1 
 
 
 

２名 
［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

４．東海村 
 
 
 

４名 
［１名］ 

・携帯電話 
・設備関係資料 

１台 
１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

５．関係周辺市町村 各１名 ・携帯電話 
・設備関係資料 

各１台 
各１式 

・事故情報の提供 
・決定事項等の伝達 
・技術的事項他の支援 
 

６．事業所外運搬に係る

特定事象発生場所 
 
 
 
 

２名 ・資機材輸送車両  
・放射線サーベイメータ  
・除染キット  
・ダストサンプラ 
・道路地図等 

１台  
３台  
１式  
１台  
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・汚染検査 
・汚染除去 

７．その他関係機関 
 ・緊急時モニタリング

班及び医療救護班 
 

 
３名 

 

・放射線サーベイメータ 
・防護資機材 

２台 
１式 

・環境放射線モニタリ

ング 
・スクリーニング 

 ・原子力緊急時支援・

研修センター 
 

２名 ・指名専門家の派遣 
・携帯電話 

 
１台 

・技術的事項他の支援 

８．他原子力事業者で発

生した原子力災害へ

の協力 
 

２名 ・携帯電話 
・防護資機材 

１台 
１式 

・機構内への情報提供 
・汚染検査 
・汚染除去 

＊1 ERC、OFC 及び茨城県へのそれぞれの派遣者のうち 1 名は副原子力防災管理者とする。また、 

副原子力防災管理者は、原子力災害合同対策協議会への参画及び広報班、プラントチームの 

副責任者を兼ねる。 

＊2 状況により増員を考慮する。また、［ ］内の人数は、原子力防災要員の数（内数）を示す。 

＊3 現地対策本部長は、貸与資機材の不足の場合、機構対策本部長に要請し、原則として機構内

の他の事業所との連携により確保する。 
なお、輸送者は、原則として車両等により確実に支援が行える輸送経路を確保して行う。 

 

記載の適正化（法令との整

合） 
原子力防災要員等の派遣人

数の明確化 

 

原災法関係法令と整合を図

るため原子力防災要員の内

数を修正 

原子力防災要員等の主な業

務の追加 

 
 
 
 
 
本文中にある原子力防災要

員等の派遣と整合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載の適正化（以下、同様） 
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	（資料1）【HP公開用】JAEA原科研）20200804面談資料.pdfから挿入したしおり
	修正前（平成31年3月25日）


